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新型コロナウィルスの脅威が広がっている中、公共交通機関である当社において

は乗客の感染もさることながら、社員が感染した場合その影響は大きいといえます。 

ＪＲ東海労は本社に対して速やかに対策の申し入れを行い、マスク着用を勝ち取

りました。しかし、新幹線関係の各職場においては、マスク着用の他は「うがい、

手洗い、体調管理」という社員の自己管理に委ねること以外の具体的な対策は示さ

れていません。 

 新幹線地本は、２月４日、このような状況に危機感を持って緊急申し入れを行い

ました。会社の迅速かつ的確な対応を求めます。 

申し入れ内容は以下の通りです。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿       

≪   申し入れ内容    ≫ 

                         

ＪＲ東海労幹地申第１３号 

                        ２０２０年 ２月  ４日 

 

「新型コロナウィルス対策」に関する緊急申し入れ 

 

新型コロナウィルスの脅威が広がっている中、公共交通機関である当社において

は乗客の感染もさることながら、社員が感染した場合その影響は大きいといえる。

しかしながら、新幹線鉄事内の職場における対策がなかなか見えてこない。よって、

以下について申し入れるので早急に対応すると共に、誠意ある回答をすること。 

 

記 

 

１．新型コロナウィルス対策について、会社として行っていること、および 

今後の計画について明らかにすること。 

 

２．新幹線利用者から感染者が発生した場合の対応について明らかにすること。 
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３．社員に感染者が発生した場合の対応および勤務の取り扱い等についてどの 

 

ようになるのか明らかにすること。 

４．緊急的な対策として以下について早急に実施すること。 

（１）マスク使用許可は明らかにされたが、マスクは会社が用意して配布す 

ること。 

（２）結膜からの感染を予防するために、花粉対策用メガネなどの貸与をす 

ること。 

（３）作業用のゴム手袋を配布すること。 

（４）社員が業務する全詰所及びトイレに消毒液を配備すること。 

（５）消毒用のウエットティッシュを配布すること。 

（６）社員から体調が悪いと申告があった場合は、即刻休ませること。 

（７）今回の新型コロナウィルスの脅威が収まるまで、対面車内改札（自由 

席）を省略し、車内改札はデータ改札のみとすること。 

（８）制服への飛沫感染防止のため、制服洗濯回数の制限はなくすこと。 

 

５．関係会社にも十分な対策をすることを要請すること。 

 

以 上 

 

 

＊私たちＪＲ東海労新幹線地本は、安全で安心して働きやすい労働
条件善に向けて、今後も会社に申し入れを行い問題解決に向け
協議及び職場環境の改していきます。 


